
第 3回 外国人相談窓口担当者等研修会 

 

テーマ：在留資格に関する相談について 

日 時：平成 28年 11月 30日（水）13：00～15:00 

会 場：アスト津 3階 ミーティング A・B 

講 師：三重県行政書士会 特定行政書士 米田智彦さん 

実 施：（公財）三重県国際交流財団 

参加者：18人 

 

研修会の内容： 

（1）講義 

・超過滞在とは 

 ・在留特別許可に係るガイドライン 

 ・在留特別許可・仮放免許可申請における行政書士のサポートについて 

 ・相談事例 

（2）Ｑ＆Ａ 

（3）ケースワーク 

 

研修会の様子： 

 今年度最後の外国人相談窓口担当者研修会でした。今回は、市町や学校関係者の参加が多かったです。 

はじめに、出入国管理行政についてお話をいただきました。基本用語の理解、出入国を取り扱う機関、

在留管理制度、在留資格、不法滞在、退法強制等を説明しまたは在留特別許可に係るガイドラインと在

留特別許可・仮放免許可申請における行政書士のサポートも説明いただきました。 

また、講師から相談事例とＱ＆Ａを紹介し、最後にケースワークをグループ内で解決法を考えたあと発表し

ました。その後先生からのアドバイスをいただきました。 

 

参加者のアンケート結果の意見： 

- このような研修があれば参加したいです。 

- 国籍問題（重国籍への理解に関して）を取り上げてほしいです。 

- グループワークをするには時間が短いです。 

- 在留資格についてよく分かっていませんでしたが、今回大体つかむことができました。 

- 基本的な知識が全くなかったので、大変勉強になりました。グループワークは必要なかった

かなと思います。ケースに対する先生のアドバイスでよかったかと思います。 

- 貴重な経験でした。また行政書士を講師として招聘してほしいです。 
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